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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第26期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第25期

会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年６月30日

自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

売上高（百万円） 5,413 19,876

経常利益又は経常損失（△）

（百万円）
1,052 △13,497

四半期純利益又は当期純損失

（△）（百万円）
775 △5,485

純資産額（百万円） 79,620 75,433

総資産額（百万円） 122,862 117,971

１株当たり純資産額（円） 76,770.64 73,043.57

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり当期純損失金額（△）

（円）

1,809.32 △12,795.24

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
1,807.13 －

自己資本比率（％） 26.8 26.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△376 △2,122

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△26 336

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
250 4,006

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
7,959 8,118

従業員数（人） 211 206

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第25期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期

純損失であるため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社の異動については、「３　関係会社の状況」に記載しております。

　

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、連結子会社であった投資事業組合「ＮＩＦニューテクノロジーファンド’

99-Ａ」及び投資事業組合「ＮＩＦニューテクノロジーファンド’99-Ｂ」は、解散したため、関係会社に該当しなく

なりました。

　

４【従業員の状況】

　（１）連結会社の状況 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 211 (22)

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数（人材会社からの派遣社員を含む。）は、当第１四半期連結会計期間の

平均人員を（　）外数で記載しております。

　（２）提出会社の状況 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 193  

　（注）　従業員数は就業人員であり、執行役員13名及び受入出向者９名を含んでおります。また、臨時従業員については、

当第１四半期会計期間の平均雇用人員が当第１四半期会計期間末の従業員の総数の100分の10を超えておりま

せんので記載しておりません。
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第２【事業の状況】

１【営業の状況】

（１）投資事業の概要

　当社を中心とする企業集団が行う投資業務は、その投資対象・手法に応じて、ベンチャー投資（以下「ＶＣ投

資」という。）とバイアウト投資に分類されます。

　ＶＣ投資は、デジタルテクノロジーやライフサイエンスなどに代表される先端技術を有する企業やコンテンツ、

サービスなどの分野で独自または新しいビジネスモデルを持つ有望な未上場企業を対象に、資金面のみならず、経

営全般にわたりサポートを行うハンズオン型の投資を基本としております。

　一方、バイアウト投資は、大企業の子会社や事業部門のスピンオフ・スピンアウト、非上場化を志向する上場企

業、事業承継問題を抱えている企業など、優良な経営資源を有する中堅企業を対象に、ＭＢＯ（マネジメントバイ

アウト）の手法等により、経営陣の方々のパートナーとして積極的に経営に関与し、事業再構築を支援しておりま

す。

①　営業投資有価証券売上高

　投資先企業の発行する株式を取得後、当該企業株式等を有利な機会に売却することにより得られる収入並

びに投資先企業の株式等からの配当及び利息が主なものであります。

②　投資事業組合管理収入

　ファンドの運営管理を行うことによって得られる管理報酬、ファンドの会計期間中に実現したキャピタル

ゲインに応じて得られる成功報酬等が主なものであります。

③　その他の売上高

　ファンドの運営管理に係る事務（主に経理事務、有価証券現物管理）を代行することによって得られる手

数料等が主なものであります。

当社グループ：当社及び連結子会社（投資事業組合等を除く）
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（２）投資の状況

   総投資実行額

 

当第１四半期連結累計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

前第１四半期連結累計期間
自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日

前連結会計年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

社数 金額(百万円) 社数 金額(百万円) 社数 金額(百万円)

ＶＣ投資
エクイティ 18 1,983 32 2,377 134 14,720

社債等 － － － － 3 648

小計 18 1,983 32 2,377 137 15,368

バイアウト
投資等

エクイティ － － － － 1 52

小計 － － － － 1 52

合　　計 18 1,983 32 2,377 138 15,420

［参考情報］

ＶＣファンド等

への出資
7 461 5 225 14 1,799

総投資実行額＋

ＶＣファンド等への出資
25 2,445 37 2,603 152 17,219

(注)　１．「総投資実行額」は、プロパー投資及び組合投資の合計であります。

２． 同一投資先企業にエクイティと社債等それぞれで投資している場合、上表の社数は１社として集計しているため、「エクイティ」欄

の社数と「社債等」欄の社数との合計は一致しておりません。

３．「ＶＣファンド等への出資」は、当社グループ以外の第三者の運営する、未上場株式等を対象とする投資ファンドに対する出資であ

り、「社数」欄にはファンド数を表示しております。
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　ＶＣ投資の業種別実行額

 

当第１四半期連結累計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

前第１四半期連結累計期間
自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日

前連結会計年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

社数 金額(百万円) 社数 金額(百万円) 社数 金額(百万円)

ＩＴ関連 8 578 12 828 49 3,992

ライフサイエンス関連 4 540 4 151 18 1,321

金融 1 30 1 28 4 188

サービス 2 574 6 1,000 19 1,907

流通・外食 － － 2 94 12 1,496

コンテンツ・メディア 3 259 3 110 16 3,180

その他 － － 4 165 19 3,282

合　　　計 18 1,983 32 2,377 137 15,368

　（注）　前中間連結会計期間より業種区分を変更したため、前第１四半期連結累計期間についても、変更後の業種区分によって表示しておりま

す。

　ＶＣ投資の地域別実行額

 

当第１四半期連結累計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

前第１四半期連結累計期間
自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日

前連結会計年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

社数 金額(百万円) 社数 金額(百万円) 社数 金額(百万円)

日本 16 1,406 31 2,369 122 10,442

米国 － － － － 1 137

アジア 2 577 － － 10 4,329

欧州その他 － － 1 8 4 458

合　　　計 18 1,983 32 2,377 137 15,368

　 総投資残高

 

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前第１四半期連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

社数 金額(百万円) 社数 金額(百万円) 社数 金額(百万円)

ＶＣ投資

エクイティ 990 96,136 1,075 101,938 1,038 98,615

 上場 16 2,529 27 3,441 17 2,269

 未上場 974 93,606 1,048 98,496 1,021 96,346

社債等 29 3,108 36 2,811 32 3,320

小計 1,006 99,244 1,092 104,749 1,054 101,936

バイアウト

投資等

エクイティ 13 22,139 17 25,074 14 23,239

 上場 1 2,041 2 2,139 1 2,041

 未上場 12 20,097 15 22,934 13 21,197

小計 13 22,139 17 25,074 14 23,239

合　　計 1,019 121,383 1,109 129,823 1,068 125,176

［参考情報］
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ＶＣファンド等

への出資残高
61 8,549 66 8,651 62 8,599

総投資残高＋

ＶＣファンド等への

出資残高

1,080 129,933 1,175 138,475 1,130 133,776

 (注) １．「総投資残高」は、プロパー投資残高及び組合投資残高の合計であります。

２. 「金額」は取得原価で表示しております。

３． 同一投資先企業にエクイティと社債等それぞれで投資している場合、上表の社数は１社として集計しているため、「エクイティ」欄

の社数と「社債等」欄の社数との合計は一致しておりません。

４．「ＶＣファンド等への出資残高」は、当社グループ以外の第三者の運営する、未上場株式等を対象とする投資ファンドに対する出資残

高であり、「社数」欄にはファンド数を表示しております。
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　 ＶＣ投資（エクイティ：未上場）の業種別残高

 

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前第１四半期連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

社数 金額(百万円) 社数 金額(百万円) 社数 金額(百万円)

ＩＴ関連 299 30,784 337 34,671 313 31,260

ライフサイエンス関連 130 17,030 140 20,062 134 17,928

金融 35 5,692 31 5,504 34 5,663

サービス 118 10,400 114 9,558 117 9,833

流通・外食 122 7,963 128 7,888 132 8,925

コンテンツ・メディア 76 7,948 77 7,169 80 7,932

その他 194 13,785 221 13,642 211 14,802

合　　　計 974 93,606 1,048 98,496 1,021 96,346

(注) １.「金額」は取得原価で表示しております。 

　　２．前中間連結会計期間より業種区分を変更したため、前第１四半期連結会計期間末についても、変更後の業種区分によって表示しておりま

す。

　 ＶＣ投資（エクイティ：未上場）の地域別残高

 

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前第１四半期連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

社数 金額(百万円) 社数 金額(百万円) 社数 金額(百万円)

日本 909 78,685 971 83,615 949 81,405

米国 9 1,154 19 3,146 10 1,263

アジア 39 9,271 35 6,979 37 8,694

欧州その他 17 4,495 23 4,755 25 4,982

合　　　計 974 93,606 1,048 98,496 1,021 96,346

(注)　「金額」は取得原価で表示しております。
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（３）新規上場の状況

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 会社名 上場年月日 上場市場 主要業務 本社所在地

国内１社

 ㈱アールテック・ウエノ 平成20年４月９日 ヘラクレス

眼科及び皮膚科等の局所疾患を

中心とする医薬品の研究開発、

製造、販売プロモーション及び

医薬品の研究開発支援サービス

東京都

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　 会社名 上場年月日 上場市場 主要業務 本社所在地

国内18社

　 ㈱エイチアイ 平成19年４月12日 ジャスダック

コンピュータソフトウェアの企

画・開発・販売・サポートおよ

び３Ｄコンテンツの企画・制作

東京都

　 ㈱ケアネット 平成19年４月20日  東証マザーズ

製薬企業向け医薬営業支援サー

ビス及び医師向け医療コンテン

ツ等の提供

 東京都

　 ㈱データ・アプリケーション 平成19年４月25日 ジャスダック

データ交換向けのソフトウェア

製品の開発、販売並びにソフト

ウェア製品の導入や運用を支援

するサービスの提供

東京都

　 日本テクノ・ラボ㈱ 平成19年５月22日 アンビシャス

各種事業におけるソフトウェア

の開発、販売及びシステムイン

テグレーション等

東京都

　 幼児活動研究会㈱ 平成19年５月28日  ヘラクレス

幼児・小学生への体育指導及び

幼稚園・保育園への経営コンサ

ルティング等

東京都

　 ㈱タケエイ 平成19年５月30日 東証マザーズ
建設廃棄物等の再資源化を中心

とした環境ソリューション事業
神奈川県

　 ㈱トラストワークス 平成19年６月６日 ジャスダック

主に製造業に対する請負・派遣

業務を中心とした人材サービス

関連事業

神奈川県

　 ㈱タカギセイコー 平成19年６月８日 ジャスダック 
プラスチック製品及びその製作

に使用する金型の製造、販売等
富山県

　 インフォテリア㈱ 平成19年６月22日 東証マザーズ

「ＸＭＬ」をベースとし、デー

タ連携を実現するミドルウェア

である「ＡＳＴＥＲＩＡ」等の

開発、販売、保守等

東京都

　 ㈱エヌ・ピー・シー 平成19年６月29日  東証マザーズ
太陽電池製造装置及び真空包装

機の開発・製造・販売
東京都

　
㈱バンテック・グループ・

ホールディングス
平成19年９月18日 東証１部

自動車部品物流及び貨物の海外

輸出入手配等
神奈川県

　 リアルコム㈱ 平成19年９月19日 東証マザーズ

エンタープライズコンテンツマ

ネージメント構築のためのソフ

トウェアの開発・販売、システ

ムインテグレーション、コンサ

ルティングの提供等

東京都

　 ㈱エー・ディー・ワークス 平成19年10月19日 ジャスダック

不動産流動化事業（不動産売買

業）、不動産マネジメント事業、

不動産鑑定・コンサルティング

事業、不動産投資ファンド・サ

ポート事業

東京都

　
㈱ジャパン・ティッシュ・エ

ンジニアリング
平成19年12月21日 ＮＥＯ

自家培養表皮、自家培養軟骨及

び自家培養角膜上皮を中心とし

た再生医療製品事業及び研究開

発支援事業

愛知県

　 ナノキャリア㈱ 平成20年３月５日 東証マザーズ
ナノテクノロジーによる抗がん

剤等、医薬品の研究・開発
千葉県

　 ネットイヤーグループ㈱ 平成20年３月６日 東証マザーズ

インターネット技術を活用した

マーケティング業務の支援事業

等

東京都
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　 会社名 上場年月日 上場市場 主要業務 本社所在地

 　 ビリングシステム㈱ 平成20年３月19日 東証マザーズ
ＡＳＰ形式による決済サービス

の提供及びコンサルティング
東京都

 　 カルナバイオサイエンス㈱ 平成20年３月25日 ＮＥＯ

キナーゼ阻害薬の創薬基盤技術

を用いた、製品・サービスの販

売（創薬支援）及び医薬品の研

究・開発（創薬）

兵庫県

海外３社
　 Orexigen Therapeutics, Inc. 平成19年４月26日 ナスダック

既存医薬品のコンビネーション

による抗肥満薬の開発
米国

　 Sucampo Pharmaceuticals, Inc. 平成19年８月２日 ナスダック
プロストン化合物群を用いた創

薬
米国

　 Solteam Electronics Co.,Ltd 平成19年11月９日 台湾店頭 電源スイッチの生産・販売 台湾

  (注) 上記のほか、株式交換・合併により以下の投資先６社（国内５社、海外１社）が上場会社に買収されました。

アロシステム㈱、㈱オリンピア、 ㈱ネット・タイム、スーパーソフトウェア㈱、キャピタルアドバイザーズ㈱、

　Oxxon Therapeutics Holding Inc.

（４）ファンドの状況

①　ファンドの推移状況

 

当第１四半期連結会計期間末
平成20年６月30日現在

前第１四半期連結会計期間末
平成19年６月30日現在

前連結会計年度末
平成20年３月31日現在

ファン
ド数

払込出
資金累
計額
(百万円)

純資産
額
(百万円)

分配累
計額
(百万円)

ファン
ド数

払込出
資金累
計額
(百万円)

純資産
額
(百万円)

分配累
計額
(百万円)

ファン
ド数

払込出
資金累
計額
(百万円)

純資産
額
(百万円)

分配累
計額
(百万円)

運営中

（清算のた

め延長中を

含む）

64 255,726 128,244 101,205 66 249,400 146,489 91,043 66 260,026 124,072 103,978

清算完了 29 101,099 － 117,439 26 89,379 － 110,503 27 93,099 － 114,160

合計 93 356,826 128,244 218,644 92 338,780 146,489 201,546 93 353,126 124,072 218,139

　（注）１．当第１四半期連結会計期間末及び前第１四半期連結会計期間末については、第１四半期連結会計期間末における各ファンドの中間決

算報告書に基づき、前連結会計年度末については、連結決算日における各ファンドの仮決算による財務諸表に基づいて集計しており

ます。

２．純資産額には、その他有価証券評価差額金等が含まれております。

当第１四半期連結会計期間末　　674百万円

前第１四半期連結会計期間末　3,709百万円

前連結会計年度末　    　　　△760百万円
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②　ファンド設立の状況

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

(a) 新規に設立したファンド

        該当事項はありません。

(b) コミットメント総額が増加したファンド

　　　　該当事項はありません。

　前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

(a) 新規に設立したファンド

名　　　称
コミットメント総額
（百万円）

ＮＩＦＳＭＢＣ－Ｂ２００７投資事業有限責任組合 11,500

(b) コミットメント総額が増加したファンド

　　　　該当事項はありません。
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２【経営上の重要な契約等】

　　該当事項はありません。

　

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

（１）業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年来のサブプライムローン問題に端を発する金融市場

の混乱、原油・原材料価格の高騰等の影響により、堅調であった企業収益に陰りが見え始め、個人消費も伸び悩

むなど、景気は調整色を一段と強めており、依然として先行き不透明な状況が続いております。

国内の新規上場企業数は、前年同期の30社から３社にまで大幅に減少し、株式市場の低迷と相俟って、当社を
取り巻く環境は、厳しい状況にあります。

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は5,413百万円（前年同期5,091百万円）、経常損益は1,052百万

円の利益（前年同期1,566百万円の損失）となり、四半期純利益は775百万円（前年同期244百万円）となりまし

た。

　

　

投資事業部門の営業活動は、次のとおりであります。

（投資活動の状況）

当第１四半期連結累計期間における当社グループの総投資実行額（プロパー投資と組合投資（注）の合計

額）は18社の1,983百万円（前年同期32社の2,377百万円）となり、全てＶＣ投資であります。

地域別で見ますと、国内投資は16社の1,406百万円（前年同期31社の2,369百万円）、海外投資は２社の577百万

円（前年同期１社の８百万円）となりました。

バイアウト投資等においては、案件の精査・検討を進めておりますが、当第１四半期連結累計期間では具体的

な投資実行には至っておりません。

投資実行額及び投資残高の詳細については、「１　営業の状況　（２）投資の状況」に記載のとおりでありま

す。

（新規上場の状況）

当第１四半期連結累計期間における当社グループの投資先の新規上場企業数は、国内の１社のみでありました

（前年同期国内10社、海外１社）。

　新規上場の状況の詳細については、「１　営業の状況　（３）新規上場の状況」に記載のとおりであります。

──────────

（注）　プロパー投資とは、当社グループの自己資金を原資とした投資であり、組合投資とは、当社グループが運営するファンド（投資事業

有限責任組合契約に関する法律上の組合、民法上の任意組合、商法上の匿名組合等）の組合出資金を原資とした投資であります。
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（ファンドの運営管理業務）

当第１四半期連結累計期間において、新規に設立したファンド及び追加出資によりコミットメント総額が増加

したファンドはございません。 

当第１四半期連結累計期間の投資事業組合管理収入は、投資事業組合管理報酬が452百万円（前年同期499百万

円）、投資事業組合成功報酬が５百万円（前年同期43百万円）であり、全体で458百万円（前年同期543百万円）

となりました。

ファンド設立の状況の詳細については、「１　営業の状況　（４）ファンドの状況」に記載のとおりです。

（営業投資関連損益の状況）

営業投資有価証券売却額から営業投資有価証券売却原価を控除した営業投資有価証券売却益は2,019百万円

（前年同期2,026百万円）となりました。また投資先会社の直近の業績等を考慮して、投資損失引当金繰入額347百

万円（前年同期3,065百万円）及び営業投資有価証券評価損229百万円（前年同期11百万円）を計上したことによ

り、営業投資関連損益は1,641百万円の利益（前年同期869百万円の損失）となりました。

営業投資関連損益

　
当第１四半期連結累計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

前第１四半期連結累計期間
自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日

 　金額（百万円） 　金額（百万円）

営業投資有価証券売上高 4,945 4,532

　営業投資有価証券売却額① 4,747 4,351

　営業投資有価証券利息配当金 198 180

営業投資有価証券売上原価 2,956 2,336

　営業投資有価証券売却原価② 2,727 2,324

　営業投資有価証券評価損 229 11

投資損失引当金繰入額 347 3,065

営業投資関連損益 1,641 △869

営業投資有価証券売却益（①－②） 2,019 2,026

（営業投資有価証券残高の状況）

当第１四半期連結会計期間末における営業投資有価証券残高は、96,903百万円（前年度末99,248百万円）とな

りました。

なお、時価のある営業投資有価証券の取得原価と時価の差額は、時価が取得原価を超えるものが848百万円（前

年度末471百万円）、時価が取得原価を超えないものが495百万円（前年度末585百万円）であり、純額で353百万

円時価が取得原価を上回っております（前年度末113百万円時価が取得原価を下回っております。）。
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（投資損失引当金の状況）

当社グループが行う投資事業の対象企業は、設立間もないことから事業基盤が安定していないことが多く、投

資先会社の業績の悪化等により、損失が発生する恐れがあります。そのような損失に備えるため、投資先会社の直

近の実情を考慮し、必要に応じて随時損失見積額を計上しております。当第１四半期連結累計期間におきまして

は、347百万円（前年同期3,065百万円）の引当を繰入れましたが、売却等により2,443百万円（前年同期370百万

円）の取崩等がありましたので、投資損失引当金残高は、21,028百万円（前年度末23,124百万円）となりました。

その結果、当第１四半期連結会計期間末における未上場営業投資有価証券残高91,658百万円（決算期が未到来の

ファンドへの出資金等を除く）に対する引当率は、22.9％（前年度末24.8％）となりました。

　（２）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

　（３）研究開発活動

　　該当事項はありません。

　（４）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　①　キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは376百万円のキャッシュアウトフローとなりました。これは主に組

合で保有する営業投資有価証券の売却はあったものの、組合からの分配が未だ行われていないこと、また、

ファンドへの出資を行ったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フローは26百万円のキャッシュアウトフローとなりました。これは主に投資

有価証券の取得によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フローは250百万円のキャッシュインフローとなりました。これは主に投資

資金の調達によるものです。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は7,959百万円となりました。

②　資金調達の状況

　　当第１四半期連結会計期間末の短期・長期の借入金合計は、前連結会計年度末比250百万円増加の39,845百万
円となりました。なお、当第１四半期連結会計期間末の長期借入金残高は、12百万円減少の25,557百万円と
なっております。
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第３【設備の状況】
（１）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

（２）設備の新設、除却等の計画

　前連結会計年度末における重要な設備の新設、除却等の計画はありません。また、当第１四半期連結会計期間

において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,056,000

計 1,056,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 429,675 同左　 ジャスダック証券取引所

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら

限定のない当社にお

ける標準となる株式

計 429,675 同左　 － －
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（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　平成16年６月24日定時株主総会決議

　　「第２回新株予約権」

　
第１四半期会計期間末現在

（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個）  337（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 337（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 201,800（注）３

新株予約権の行使期間 自　平成18年７月１日

至　平成23年８月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　201,800（注）３

資本組入額　100,900

新株予約権の行使の条件 （１）各新株予約権の一部行使はできないものとする。

（２）その他の権利行使の条件や手続き等は、当社が新株

予約権者との間で締結する新株予約権付与契約書

の定めによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 　新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要す

る。

代用払込みに関する事項  ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ─

　（注）１．「新株予約権の数」には、失効した新株予約権50個が含まれております。

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するもの

とする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる

株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他

これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合は、合理的な範囲で、当該株式数は適切に調整されるも

のとする。

３．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、１株当たりの払込金額（以下「行使価

額」という。）は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割または併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行（現存する新株予約権の行使による場合を除く。）を行う場合

は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　 既発行

株式数
＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

また、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他

これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整される

ものとする。
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②　平成17年６月28日定時株主総会決議

　　「2005年11月発行新株予約権」

　
第１四半期会計期間末現在

（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個）  252

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）  252（注）

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間 自　平成17年12月１日

至　平成37年11月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　1

資本組入額　　　　1

新株予約権の行使の条件 （１）１個の新株予約権の一部行使はできないものとす

る。

（２）当社及び当社取締役会が決定する会社の取締役、執

行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から新

株予約権を行使できるものとする。

（３）上記（２）にかかわらず、平成37年11月１日より、

他の権利行使の条件に従い、新株予約権を行使でき

るものとする。

（４）その他の条件は、当社と新株予約権の付与対象者と

の間で締結する新株予約権付与契約書の定めによ

るものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 　新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要す

るものとする。

代用払込みに関する事項  ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ―

　（注）当社が株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使され

ていない新株予約権について、次の算式によりその目的となる株式の数の調整を行い、調整の結果生じる１株未

満の端数は、これを切り捨てる。

　 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これ

らの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合は、合理的な範囲で、当該株式数は適切に調整されるものとす

る。
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　　「第３回新株予約権」

　
第１四半期会計期間末現在

（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個）  346（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）  346（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 426,300（注）３

新株予約権の行使期間 自　平成19年７月１日

至　平成24年８月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　426,300（注）３

資本組入額　213,150

新株予約権の行使の条件 （１）１個の新株予約権の一部行使はできないものとす

る。

（２）その他の条件は、当社と新株予約権の付与対象者と

の間で締結する新株予約権付与契約書の定めによ

るものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 　新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要す

るものとする。

代用払込みに関する事項  ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ─

　（注）１．「新株予約権の数」には、失効した新株予約権67個が含まれております。

　　　　２．当社が株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使さ

れていない新株予約権について、次の算式によりその目的となる株式の数の調整を行い、調整の結果生じる

１株未満の端数は、これを切り捨てる。

　 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率

　また、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他こ

れらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、当該株式数は適切に調整されるも

のとする。

３．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるも

のとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割または併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行（新株予約権の行使による場合を除く。）を行うときは、次の算

式により行使価額の調整を行い、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　 既発行

株式数
＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式を控除した

数とする。

上記のほか、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、

その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整

されるものとする。
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　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　平成18年６月27日定時株主総会決議

　　「2006年９月発行新株予約権Ⅱ」

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 50

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 50（注）

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間 自　平成18年９月８日

至　平成38年９月７日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　1

資本組入額　　　　1

新株予約権の行使の条件 （１）１個の新株予約権の一部行使はできないものとす

る。

　 （２）新株予約権の権利者が、当社及び当社関係会社のう

ち、当社取締役会が決定する会社の取締役及び執行

役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から、新株

予約権を行使できるものとする。

　 （３）上記（２）にかかわらず、新株予約権の行使期間の

末日の30日前の日より、他の権利行使の条件に従

い、新株予約権を行使できるものとする。

　 （４）その他の条件は、当社と新株予約権の割当対象者と

の間で締結する新株予約権割当契約書の定めによ

るものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項  ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ─

　（注）当社が当社普通株式の株式分割（株式無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合は、新株予約権

のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約

権１個当たりの目的となる株式の数（以下「付与株式数」という。）の調整を行い、調整の結果生じる１株未満

の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

また、総会決議の日（以下「決議日」という。）後に当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合そ

の他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整さ

れるものとする。
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　　「2006年８月発行新株予約権Ⅲ」

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 343（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  43

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 343（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 430,290（注）３

新株予約権の行使期間 自　平成23年７月１日

至　平成28年６月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　430,290（注）３

資本組入額　215,145

新株予約権の行使の条件 （１）１個の新株予約権の一部行使はできないものとす

る。

　 （２）その他の条件は、当社と新株予約権の割当対象者と

の間で締結する新株予約権割当契約書の定めによ

るものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項  ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ─

　（注）１．「新株予約権の数」には、失効した新株予約権43個が含まれております。

　　　　２．当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合

の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じ

る１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

　また、決議日後に当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株

式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

３．新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式

併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切

り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割または併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行を行う場合（当社普通株式に転

換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。）の転換または行使の場合を除く。）には、次の算式により行使価額の調整を行

い、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかか

る自己株式を控除した数とする。

上記のほか、割当日後に当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準

じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
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②　平成18年６月27日定時株主総会決議及び平成18年８月22日取締役会決議

　　「2006年９月発行新株予約権Ⅰ」

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 31

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 31（注）

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間 自　平成18年９月８日

至　平成38年９月７日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　1

資本組入額　　　　1

新株予約権の行使の条件 （１）１個の新株予約権の一部行使はできないものとす

る。

　 （２）新株予約権の権利者が、当社及び当社関係会社のう

ち、当社取締役会が決定する会社の取締役及び執行

役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から、新株

予約権を行使できるものとする。

　 （３）上記（２）にかかわらず、新株予約権の行使期間の

末日の30日前の日より、他の権利行使の条件に従

い、新株予約権を行使できるものとする。

　 （４）その他の条件は、当社と新株予約権の割当対象者と

の間で締結する新株予約権割当契約書の定めによ

るものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項  ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ─

　（注）当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の

時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株

未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

また、決議日後に当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式

数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
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③　平成19年６月26日定時株主総会決議

　　「2007年９月発行新株予約権Ａ」

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 120

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 120（注）

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間 自　平成19年９月14日

至　平成39年６月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　1

資本組入額　　　　1

新株予約権の行使の条件 （１）１個の新株予約権の一部行使はできないものとす

る。

　 （２）新株予約権の権利者が、当社及び当社関係会社のう

ち、当社取締役会が決定する会社の取締役及び執行

役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から、新株

予約権を行使できるものとする。

　 （３）上記（２）にかかわらず、新株予約権の行使期間の

末日の30日前の日より、他の権利行使の条件に従

い、新株予約権を行使できるものとする。

　 （４）その他の条件は、当社と新株予約権の割当対象者と

の間で締結する新株予約権割当契約書の定めによ

るものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項  ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ─

　（注）当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の

時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株

未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

また、決議日後に当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式

数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
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　　「2007年９月発行新株予約権Ｂ」

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 359（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）   13

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 359（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 171,242（注）３

新株予約権の行使期間 自　平成24年７月１日

至　平成29年６月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　171,242（注）３

資本組入額　 85,621

新株予約権の行使の条件 （１）１個の新株予約権の一部行使はできないものとす

る。

　 （２）その他の条件は、当社と新株予約権の割当対象者と

の間で締結する新株予約権割当契約書の定めによ

るものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項  ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ─

　（注）１．「新株予約権の数」には、失効した新株予約権13個が含まれております。

　　　　２．当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合

の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じ

る１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

　また、決議日後に当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株

式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

３．割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調

整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割または併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行を行う場合（当社普通株式に転

換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。）の転換または行使の場合を除く。）には、次の算式により行使価額の調整を行

い、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかか

る自己株式を控除した数とする。

上記のほか、割当日後に当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準

じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
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④　平成18年６月27日定時株主総会決議及び平成19年８月28日取締役会決議

　　「2007年９月発行新株予約権Ⅰ」

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 67

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 67（注）

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間 自　平成19年９月14日

至　平成39年６月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　1

資本組入額　　　　1

新株予約権の行使の条件 （１）１個の新株予約権の一部行使はできないものとす

る。

　 （２）新株予約権の権利者が、当社及び当社関係会社のう

ち、当社取締役会が決定する会社の取締役及び執行

役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から、新株

予約権を行使できるものとする。

　 （３）上記（２）にかかわらず、新株予約権の行使期間の

末日の30日前の日より、他の権利行使の条件に従

い、新株予約権を行使できるものとする。

　 （４）その他の条件は、当社と新株予約権の割当対象者と

の間で締結する新株予約権割当契約書の定めによ

るものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項  ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ─

　（注）当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の

時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株

未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

また、決議日後に当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式

数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
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（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成20年４月１日～

平成20年６月30日
－ 429,675 － 18,767 － 6,824

　

　

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しており

ません。
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（６）【議決権の状況】

　　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をして

おります。

　

①【発行済株式】

　 平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　1,164
－

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式　428,504 428,504 同上

端株 普通株式　　　　7 － 同上

発行済株式総数 429,675 － －

総株主の議決権 － 428,504 －

（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が６株（議決権の数６個）含まれております。

②【自己株式等】

　 平成20年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式） 　     

エヌ・アイ・エフ

　ＳＭＢＣベン

チャーズ株式会社

東京都千代田区九

段北１丁目８番10

号

1,164 － 1,164 0.27

計 － 1,164 － 1,164 0.27

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 103,000 143,000 135,000

最低（円） 81,000 99,900 96,000

　（注）　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日か

ら平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けて

おります。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 37,373 32,500

営業投資有価証券 96,903 99,248

投資損失引当金 △21,028 △23,124

営業投資有価証券（純額） 75,874 76,124

営業貸付金 574 594

有価証券 2,680 2,897

その他 716 398

貸倒引当金 － △30

流動資産合計 117,219 112,486

固定資産

有形固定資産 ※1
 1,411

※1
 1,423

無形固定資産 212 219

投資その他の資産

投資有価証券 3,580 3,402

その他 ※2
 438

※2
 439

投資その他の資産合計 4,018 3,841

固定資産合計 5,642 5,485

資産合計 122,862 117,971
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

負債の部

流動負債

短期借入金 11,050 11,050

1年内返済予定の長期借入金 3,237 2,975

未払法人税等 43 68

賞与引当金 106 241

役員賞与引当金 6 －

その他 929 582

流動負債合計 15,373 14,916

固定負債

長期借入金 25,557 25,570

匿名組合出資預り金 1,587 1,394

退職給付引当金 523 506

役員退職慰労引当金 31 49

その他 167 100

固定負債合計 27,868 27,620

負債合計 43,241 42,537

純資産の部

株主資本

資本金 18,767 18,767

資本剰余金 6,824 6,824

利益剰余金 7,293 6,518

自己株式 △314 △314

株主資本合計 32,570 31,795

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 329 △499

為替換算調整勘定 △2 3

評価・換算差額等合計 326 △495

新株予約権 93 87

少数株主持分 46,630 44,046

純資産合計 79,620 75,433

負債純資産合計 122,862 117,971
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

売上高

営業投資有価証券売上高 4,945

投資事業組合管理収入 ※1
 458

営業貸付金利息 5

その他 4

売上高合計 5,413

売上原価

営業投資有価証券売上原価 ※2
 2,956

投資損失引当金繰入額 347

資金原価 135

その他 0

売上原価合計 3,439

売上総利益 1,973

販売費及び一般管理費 ※3
 1,108

営業利益 865

営業外収益

受取利息 0

受取配当金 144

為替差益 63

その他 9

営業外収益合計 218

営業外費用

支払利息 30

営業外費用合計 30

経常利益 1,052

特別利益

固定資産売却益 0

貸倒引当金戻入額 30

特別利益合計 30

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益 1,083

匿名組合損益分配額 193

税金等調整前四半期純利益 889

法人税、住民税及び事業税 30

法人税等合計 30

少数株主利益 84

四半期純利益 775
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 889

減価償却費 35

貸倒引当金の増減額（△は減少） △30

投資損失引当金の増減額（△は減少） △1,975

賞与引当金の増減額（△は減少） △135

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18

受取利息及び受取配当金 △145

資金原価及び支払利息 166

固定資産除売却損益（△は益） △0

匿名組合損益分配額 193

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 3,402

営業貸付金の増減額（△は増加） 20

組合帰属の現金及び預金の増減額（△は増加） ※2
 △2,735

組合帰属の有価証券の増減額（△は増加） 25

未収入金の増減額（△は増加） 119

その他 △207

小計 △372

利息及び配当金の受取額 144

利息の支払額 △104

法人税等の支払額 △44

営業活動によるキャッシュ・フロー △376

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △9

有形固定資産の売却による収入 0

投資有価証券の取得による支出 △10

その他 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △26

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 1,500

長期借入金の返済による支出 △1,250

財務活動によるキャッシュ・フロー 250

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △158

現金及び現金同等物の期首残高 8,118

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 7,959
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項の

変更

（１）連結の範囲の変更　

　　投資事業組合「ＮＩＦニューテクノロジーファンド’99－Ａ」及び投資事業

組合「ＮＩＦニューテクノロジーファンド’99－Ｂ」は当第１四半期連結会

計期間において解散したため、連結の範囲から除外しております。

（２）変更後の連結子会社の数

32社（27組合を含む）

（３）他の会社等の議決権の50％超を自己の計算において所有しているにもかかわ

らず当該他の会社等を子会社としなかった当該他の会社等の変動

減少

丸星株式会社

２. 持分法の適用に関する事項

の変更

他の会社等の議決権の20％以上、50％以下を自己の計算において所有しているに

もかかわらず当該他の会社等を関連会社としなかった当該他の会社等の変動

①増加

株式会社ＴＳＤ Ｊａｐａｎ 

株式会社ジーンテクノサイエンス

照隅ファルマ株式会社

②減少

株式会社レストラン・エクスプレス

シーワイジー技術研究所株式会社

株式会社リボミック

３．会計処理基準に関する事項

の変更

（１）リース取引に関する会計基準の適用　

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士

協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後

開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準

等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却

の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を

採用しております。

　なお、平成20年３月31日以前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を

適用しております。

　この変更による損益への影響はありません。

 （２）「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の

会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17

日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　この変更による損益への影響はありません。
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１.法人税等の算定方法 法人税等につきましては、年度決算と同様の方法により計算しておりますが、納付税

額の算出に係る加減算項目及び税額控除項目は、重要性の高い項目に限定して適用し

ております。　

２.固定資産の減価償却費の算

定方法

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結

会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。
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注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１有形固定資産から控除した減価償却累計額は487百万

円であります。

※１有形固定資産から控除した減価償却累計額は474百万

円であります。

※２投資その他の資産に対して個別に計上した貸倒引当

金は、当該資産より直接控除しております。

直接控除した内訳は次のとおりであります。　

※２投資その他の資産に対して個別に計上した貸倒引当

金は、当該資産より直接控除しております。

直接控除した内訳は次のとおりであります。　

「その他」（会員権） 82百万円 「その他」（会員権）   82百万円

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※１　投資事業組合管理収入の内訳

投資事業組合管理報酬      452百万円

投資事業組合成功報酬      5百万円

※２　営業投資有価証券売上原価には評価損が229百万円

含まれております。

※３　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与手当      364百万円

賞与引当金繰入額      106百万円

退職給付費用      42百万円

役員賞与引当金繰入額      6百万円

役員退職慰労引当金繰入額      6百万円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　

（平成20年６月30日現在）

　現金及び預金勘定     37,373百万円

　有価証券勘定     2,680百万円

　計     40,054百万円

　現金及び預金のうち組合帰属額   △29,414百万円

　有価証券のうち組合帰属額    △2,680百万円

　現金及び現金同等物     7,959百万円

　

※２　現金及び預金のうち組合帰属額の増加額との関係

　

　現金及び預金のうち組合帰属　額

の増加額
    5,136百万円

　少数株主の出資に係る増加額    2,400百万円

　その他　     0百万円

　（差引）  

　組合帰属の現金及び預金の増

加額
    2,735百万円

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平

成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　429,675株

　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　1,164株

　

３．新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権

　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　親会社　　93百万円

　

４. 配当に関する事項　

該当事項はありません。　
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

投資事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　 アジア 米州 欧州その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 154 3 729 887

Ⅱ　連結売上高（百万円） －　 －　 －　 5,413

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
2.8 0.1 13.5 16.4

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本国以外の区分に属する主な国又は地域

（１）アジア……………台湾、香港、シンガポール他

（２）米州………………米国

（３）欧州その他………英国、フランス、イスラエル他

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（有価証券関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）

　その他有価証券で時価のあるものが、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の

末日に比べて著しい変動が認められます。

　その他有価証券で時価のあるもの

　 取得原価（百万円）
四半期連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

営業投資有価証券に属するもの    

(1）株式 3,884 4,238 353

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

計 3,884 4,238 353

投資有価証券に属するもの    

(1）株式 2,445 2,858 412

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

計 2,445 2,858 412

合計 6,330 7,096 766

　前連結会計年度末（平成20年３月31日）

　その他有価証券で時価のあるもの

　 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額（百万円）

営業投資有価証券に属するもの    

(1）株式 4,230 4,116 △113

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

計 4,230 4,116 △113

投資有価証券に属するもの    

(1）株式 2,445 2,692 246

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

計 2,445 2,692 246

合計 6,675 6,808 132
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（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　　販売費及び一般管理費　　　　５百万円　　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 76,770円64銭　 １株当たり純資産額 73,043円57銭　

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 1,809円32銭　

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
1,807円13銭　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益（百万円） 775

普通株主に帰属しない金額（百万円） 　― 

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 775

期中平均株式数（株） 428,511

　  

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益調整額（百万円） 　― 

普通株式増加数（株） 　520 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式で、前連結会計年度末から重

要な変動があったものの概要

　― 
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２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月13日

エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社

取締役会　御中

　あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 堀内　巧　　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 小澤　陽一　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 梅津　広　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているエヌ・アイ・エフＳ

ＭＢＣベンチャーズ株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連

結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社及び連結子会社の平成

20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの

状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提

出会社）が別途保管しております。

　２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 
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